
平成２７年度第３回東郷町総合教育会議会議録  

１ 日  時 

  平成２８年２月２９日（月） 午後 ３時３０分 開会 

                午後 ３時５５分 閉会 

２ 場  所 

  東郷町役場 ２階第４会議室 

３ 出 席 者 

  町      長  川瀬 雅喜 

  委員長職務代理者  小出 直美 

  委      員  相羽 繁生 

  委      員  奥谷 美香 

  教   育   長  谷  直衛 

４ 欠席委員 

  委   員   長  ハンフリーズ やす子 

５ 事 務 局 

  企 画 部 長 ： 島川 雅彦    企画情報課長  ： 加藤 靖雄 

６ 説明のため出席した職員の氏名 

  教 育 部 長 ： 近藤 秀己    生涯学習課長  ： 中根 一郎 

  学校教育課長 ： 磯村 元彦    給食センター所長： 山領  孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【事務局】 

 それでは皆様、お揃いのようですので、ただいまから第３回東郷町総合教育会

議を開催いたします。 

 本日傍聴の希望者はございませんでした。 

それでは、開会に当たりまして、町長からご挨拶を申し上げます。 

 

【町長】  

改めまして、皆様、こんにちは。今日は、教育委員会に引き続いて、お疲れの

ところありがとうございます。 

教育大綱、私たちのまちの教育について基本的なことをまとめるため、昨年５

月１９日に第１回総合教育会議を開催させていただきました。２回目を１０月に

開催し、本日３回目の総合教育会議です。私どもの第５次総合計画の中で教育に

ついて述べておりまして、１回目の総合教育会議では、第５次総合計画に沿った

内容でいきたい、そして第２回目ではそれに「東郷らしさ」を加えたらどうかと

いう皆様方のご意見をベースにしてお手元に配布した原案を作成しました。本日

はその案につきまして皆様方のご意見をいただいて最終の形に持って行きたいと

思っております。大変貴重な時間になると思いますが、慎重審議をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、東郷町総合教育会議設置要綱に基づき、当会議の議長につきまして

は、町長にお願いをしたいと思いますので、町長、よろしくお願いをいたします。 

 

【町長】 

それは早速、協議に入りたいと思います。 

協議事項(１)東郷町教育大綱（案）について、事務局から説明をお願いします。 

 

【学校教育課長】 

はい。それでは、東郷町教育大綱（案）について、説明します。 

 皆様のお手元の教育大綱（案）をご覧ください。先ほど町長が申し上げました

ように、基本的には第５次東郷町総合計画をベースにしています。それにつきま

して、皆様のご意見を採り入れさせていただき、現在の資料とさせていただいて

おります。第２回総合教育会議でいただいたご意見について、修正させていただ

いたものを載せてあります。 

大項目の４つ目、基本方針１の（１）をご覧ください。「地域で子どもを育て

るために」の次に「家庭や地域が学校と連携し」を加えました。 

続いて、基本方針３、裏面の１行目、冒頭部分に「日本や郷土を愛し」を加え

ました。３行下、（１）の冒頭部分に「歴史を学べる」を加えました。 

基本方針４の３行目、文末「ボート競技の振興」の次に「と周知に努めます」

を加えました。 



基本方針５の（３）、冒頭部分に「文化やスポーツ事業を通じて」を加えまし

た。 

基本方針６の（２）を『「日本語学習教室設置など」の環境づくり』としまし

た。 

  

【町長】 

ありがとうございました。今、事務局より第２回総合教育会議でのご意見をベ

ースに修正を加えて、今回の案としてお示しさせていただいています。事務局の

説明も踏まえて、ご意見がありましたらお願いします。 

 

【町長】 

 教育大綱については、今まで校長会のようなところでお話しているのですか。 

 

【谷教育長】 

教育大綱の内容が、突飛なものではなく、第５次総合計画とも大きな乖離はな

いものですから、特には。  

 

【町長】 

もう一つ、「教育の一般方針」との整合性についても十分検討していただいて

いるでしょうか。 

 

【谷教育長】 

問題はありません。 

 

【町長】 

大綱を決めた後、これに沿って何か施策や計画を作るという縛りはあるのです

か。 

 

【事務局】 

具体的には、大綱をお認めいただいたら、外向けにＰＲさせていただきます。

具体的な施策については、総合計画で進めていますので、新たに加えるというこ

とは基本的には考えておりません。期間がありますので、その期間を持ってまた

現在の大綱も、総合計画の改定時にあわせて見直すことになりますが、現行の行

政が進めておりますそれぞれの施策と大きく変わることはありません。 

 

【町長】 

いかがですか。ご意見はありませんか。 

  

【相羽委員】 



 「３ 郷土愛や誇りの持てる地域文化を育む」というところで「日本や郷土を

愛し」のところで、主語がはっきりしないように思います。どんな言葉遣いにし

たらいいか考えていますけれど、意味としては「日本や郷土を愛する人を育てる」

というニュアンスがうまく伝わるといいのですが。 

 

【小出委員】 

 「日本や郷土を愛し」を「日本や郷土に」としたらどうでしょう。   

 

【町長】 

 非常に端的でわかりやすいと思います。「愛し」をとりましょうか。どうでしょ

う。 

 

【事務局】 

 確認します。基本方針３の冒頭部分は「日本や郷土に誇りを持てる地域文化を

育むため、」とすることでよろしいですか。 

 

【町長】 

 結構です。 

 他にはどうでしょう。 

 

【町長】 

 それでは、ご意見も出尽くしたようですので、只今ご指摘の点については、事

務局で修正し、それを教育大綱とします。 

 ご異議ございませんか。 

 

【委員全員】 

 ありません。 

 

【町長】 

 ありがとうございます。それでは、先ほどお決めいただいたこの文案をもって

教育大綱とさせていただきます。町のホームページで公開するということで、我々

も教育については今後これをベースに進めていくことになりますのでよろしくお

願いします。 

 本日の協議内容はこれですべて終了しました。ありがとうございました。 

  

【事務局】 

 ありがとうございました。 

ただいまの教育大綱は、町長がおっしゃられたとおりホームページ上で公開す

るなどして公表させていただきます。なお、本年度の総合教育会議は緊急の事態



がない限り今回でいったん終了させていただきたいと思います。次回の総合教育

会議につきましては、今後調整の上ご連絡させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 


